
ぬ益信託EE井記念整形外科学研究助成基金

2020年度募集要項

熊06･募集案i944･4

このむｇ信託は、ま形夕141F、リハビリテーションＫ学の専r9家であった篤ぶ家により熊本県らの大学、
if究機関または病院などにおける、回分野の優れたJI礎白4J、・ま白りＭ究を助成することを目的として

設立されました。

１。助成肖容

研究助成

整形外科学及びリハビリテーションＫ学に関するあ礎白む、・床的iF究で有２かつ優秀と認めら

れるもの。

交流助成

・lFQ交流　学会シンポジウム等の開催又はこれらへの参加、受け入れなど。

・国際交流　海外出張、外国人研究者来訪交流など。

その他助成

論文の日］刷、翻訳、出版などに係る費用の援助。

2.助成が象

原則として次のものに所ＸしているＷ究者又はそのグループ。

（但し、優れたＷ究を社なっている者としてＳ営委員会があめたときは所属を問わない）

◇熊本県内の大学又はこれに付Ｘする研・機関。

◇熊本県内のＷ究機関又は病院であって、ｍ、地方ぬまぢ団体、ぬ益法人又はま律により直接jRｘz:
されたま人にＮＸするもの（個人病院を除く）。

３．助成４額

上Ｅ「2.Jめぼがさ」にガナる助成をは、ｌｲ牛肖たり、25万Ｒ～100万FIとし、Ｓき委員会で

決定する。

４．Ｓ考と決定

ll営を員会の審まき考にjlづき決定する。

５．申i!み方法

所定の助成申請書により申ふむ。

６．申i！み締切り

2020年４ 20日 丑 (肖日?肖印有効)

７．Ｓ考Ｒび通知

募集締や]り後に回催する本Ｘ金Ｓ営委員会において選考決ｔの上、2020年6JI頃にその結j1をお
知らせします。

８

９

肋成金の交ft

助成決定後すみやかに交付。

報きの義務

「助成を使丿目報告書」の提け|を求める。

【申禁きのを出先・回い合わせ先】

〒105-8574　束京ＳＳＫｔ３-３３-Ｉ
Ｅ・まま:ｲ肖託銀行ｲ回人資産■Ｅ業務部ぬ斐な託グループ
EE井記念整形外科学Ｗ究助成基金　串請ロ

ＴＥＬ　０３-5232-8910（・ｲｵ：平日９日考～17ゆ）ＦＡＸ　０３-5232･8919

（※）11益信託とは

個人の方がＱ益ji動のために財産を提供しようというjl合や、法人がｌｊａの一部を社会にaji1しようという場合

などに、價ａ銀行に財産を信託し、信託銀行はＱ益ＳＲ契約で定められたＱａ目白りに従ってその財産を管!ｌ

運用し、41益活動を行う制度です



ぬ益信託　EE井記念整形夕iヽ科学研究助成基金 受付

日

受付

番号

加縦申禁察

受託者　Ｅ井住友信Ｅ銀行株式会社御ゆ

掲題む益償託による助成金の給付を受けたく、下Ｅのとおり申請します。
なお、この書類Ｒ載のたあ・住所等の個人情報について、ll営Ｓ員会等への提供に加えて信託管ａ人や圭務官か等
に開示することに回意します。
また,助成を決定しましたときは■縦者のたネ・所Ｘ・助成が象の研究テーマ・業績等についてぬ表される１台が
あることに同意しまナ。
私（ま人の４合は、肖該ま人のＲ員等を含みます。）は、後段に記載の「反社会的勢力ではないことの表明・確約
に関する回意」に記載の内容を了承します。
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UE）この申請でご提供いただく氏;名・住所等の個人情報については、1iｘ金の助成事業のためのみに使J!!します。また、助成

を決定しましたときは受給考の氏名・所属・助成対象の研究テーマ・業績等についてぬ表する場合があります。

熊６号



≪ａｔ①ｙ口座情報にＭ・いがあると、・ａきのSi!が大Ｓにilれることがあります。

（aE・②≫ゆうちよ・ｎをご指定のj1台、まJきＳ欄には振ilj目のき1（3桁の１・キ）ロa・111には７桁の振i1口１
番号をごａ入ください。

Ｉ
li属機関への寄ftt扱いとします

か７

（「する」．「しない』のいずれかに

○をおつけください）

する
・委任経11とする場合は、な下項目のご記入はSF要です。
(なお、委任経IIとするＳ合、間接経ｌへの充当ならびに使ｉ者の
変更は認められません)

しない １委任経９としない場會は、la下項目につきごＥ入ください。
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・フリガナは、１つのマスに－文宇ずつごＥ入してください。・カタカナさづめでごＥ入ください。

□

座

Ｓ

【ご留意事項】　ま
の他、そt表者の肩書や代表者６までの
２載が６要です。その場合、洩れなく
iE確にご記入ください。
ぷF明な場合は、口座を開設した金融機関
にご確認ください。

ｌ

私（ま人の４合は、肖該ま人のま員等を含みます。）は、次の①のをそに掲げるきもしくは②のをそのいずれ
かに該肖し、もしくは③のをそのいずれかに該肖ナる行あをし、または①もしくは②にもとづく表■・確約に
関してま偽の申きをしたことが判611した４合には,ii加により貴ぬ益信だからの助成を・奨学を等の交付が廃
止されても異議を申し立てず,既に貴ぬ益信託から受給した助成を・奨学を等の全額を直ちに貴な益信ＥにＥ
還いたします。また、これにより手数料、費JI、SIきが生じた４台でも、いっさいれの責任といたします。

①祖を,まの各そに掲げる者（ぷ下これらを「暴力回員等」という。）のいずれにも該ｉしないことを表明し、
かつ将来にわたっても該肖しないことを確約いたします。
Ａ.暴力団
Ｂ.暴力団員
Ｃ.暴力回員でなくなった時から５年を経過しない者
Ｄ.暴力団準構成員
Ｅ.暴力回関係企業
Ｆ.総会量等、社会Ｓ動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集回等
Ｇ.その他前各号に準ずる者

②ｇ在,次の各９･のいずれにも該肖しないことを表明し、かつ将来にわたっても該肖しないことを確めいたし
ます。
Ａ.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有ナること
Ｂ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
Ｃ.自ａ、自社もしくは第Ｅ者のﾌFIEの利益を回る目的または第ヨ者に損害を加える日的をもってするなど、

ｼﾞﾄﾞｾﾞ4に暴力団員等を利万1していると認められる関係を有すること
Ｄ.暴力団員等に対して資を等をll供し,または便宜を供与するなどの回ぢをしていると認められる関係を有

すること
Ｅ.役員または経営に実質的に関与している者が暴力回員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

③自らまたは第Ｅ者を利J41して次の各号に該肖する行為を行わないことを確約いたしまナ。
Ａ.暴力的な要求行為
Ｂ.法的な責任を超えたぞ肖な要求行為
Ｃ.a51に回して、脅ａ白りな行あをし、または暴力を夕目いるむあ
Ｄ.風説を流布し、偽計をjnいまたは威力を用いて貴ぬ益信Ｒの信JBを毀損し、または晋むａ信託の業務を妨
害する行為

Ｅ.その他前各そに準ずる行為


